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▼改定の対象となる地域

上
水
道
・
下
水
道
事
業
に
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を

豊
か
な
水
資
源
を
も
つ
、
西
条
。
う
ち
ぬ
き
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

安
全
な
水
を
届
け
る
上
水
道
や
、
汚
水
を
処
理
し
て
生
活
環
境
を
守
る
下

水
道
が
機
能
す
る
こ
と
で
、
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。
こ
の
上

下
水
道
事
業
は
公
共
事
業
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
事
業
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
は
、
費
用
の
削
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
正
な
水
道
料
金
や
公

共
下
水
道
使
用
料
の
改
定
が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
事
業
の
健
全
経
営

に
向
け
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

地
域
間
で
異
な
る
料
金
等

　
合
併
前
の
上
水
道
料
金
や
下
水
道
使
用

料
は
、
地
域
や
処
理
区
ご
と
で
料
金
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
16
年
度

の
合
併
後
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
料
金
体
系
を

使
っ
て
い
る
た
め
、
料
金
な
ど
が
地
域
に

よ
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
こ
れ

ま
で
も
料
金
な
ど
の
市
内
統
一
、
適
正
化

を
目
指
し
改
定
を
行
い
ま
し
た
が
、
地
域

間
の
格
差
は
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
上
水
道
料
金
は
、
一
般
的
な
家
庭
の
地

域
間
格
差
は
縮
小
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
西

条
地
域
の
共
用
（
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ

ン
）
と
東
予
地
域
の
営
業
用
で
比
較
す
る

と
、
月
20
㎥
使
用
し
た
場
合
、
８
９
０
円

の
差
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
公
共
下
水
道

使
用
料
の
西
条
処
理
区
と
東
予
・
丹
原
処

理
区
で
比
較
す
る
と
、
月
20
㎥
使
用
し
た

場
合
、
３
８
０
円
の
差
が
あ
り
、
地
域
に

お
い
て
格
差
が
あ
り
ま
す
。

維
持
費
に
か
か
る
財
源
不
足

　
上
水
道
事
業
で
は
、
安
全
な
水
道
水
を

提
供
す
る
た
め
、
施
設
の
更
新
や
水
道
管

の
耐
震
化
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
費
用
は
、

今
後
30
年
間
で
約
３
６
５
億
円
に
も
な
り

ま
す
。
料
金
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る

中
、
持
続
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
、
費
用
を
賄
う
た
め
の
お
金
の
確
保

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
公
共
下
水
道
事
業
で
は
、
使
用
料
で
汚

水
処
理
費
用
を
賄
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

現
在
、
費
用
の
約
半
分
し
か
使
用
料
収
入

で
賄
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
不
足

す
る
部
分
は
、
市
税
な
ど
で
補
っ
て
い
ま

す
。
市
の
使
用
料
は
、
県
内
で
最
安
と
な

っ
て
お
り
、
適
正
な
使
用
料
と
な
る
よ
う

早
急
な
対
策
が
必
要
で
す
。
今
後
、
費
用

の
削
減
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
使
用
料
の

市
内
統
一
を
目
指
す
と
と
も
に
健
全
経
営

に
向
け
た
使
用
料
の
見
直
し
が
必
要
と
な

っ
て
き
ま
す
。

審
議
会
か
ら
の
答
申
後

　
上
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
審
議
会
か
ら
答
申
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
答
申
を
受
け
、
改
定
案
を
12
月
議
会
に

提
出
し
、
議
論
が
行
わ
れ
た
結
果
、
改
定

内
容
が
決
ま
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
広
報
さ
い
じ
ょ
う
令
和
４

年
２
月
号
や
利
用
者
の
皆
さ
ん
へ
は
が
き

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
か
？

Pick　up
02

122021. 11　広報さいじょう

Ｒ３ Ｒ８ Ｒ13 Ｒ18 Ｒ23 Ｒ28

億円 億円

８

７

30

20

10

収入はどんどん減少……↓

施設更新に

約365億円必要！

上水道

▲老朽化したポンプ

▲経年劣化で漏水している水道管　

●給水人口の減少で収入は減るのに支出は増加

公共下水道事業会計

使用料等収入
約7.1億円

市税などで補う

財源不足

汚水処理費用等　約13.3億円

収 

入 

支 

出

※令和２年度末現在。20㎥あたりの使用料（税抜）
東予 4市の月額下水道使用料を比較

四国中央市

新居浜市

今治市

1,320円
1,700円

2,250円
2,312円

2,772円2,772円

西条処理区

東予・丹原処理区

● 令和２年度は6.2億円の赤字

● 財布は火の車！　
　市税に頼らず、使用料収入で賄えるよう値上げは必須！

● 西条市の公共下水道使用料は
　県内最安！

下水道

答申の内容
①令和４年度に、西条処理区の基本水量および認定水量を東予・丹原処理区に統一することとする。
②下水道使用料については、東予・丹原処理区は据え置き、西条処理区は平均改定率約14.7％の値上げとする。
その他、「使用料の市内統一を図る」「統一後も使用料の見直しを図る」などの意見が付されました。

答申の内容
①料金体系は「口径別」で統一する。
② 水道料金は西条市全体で平均改定率約1.1％の値上げを行い統一する。
③ 物価統制令の対象である一般公衆浴場は「公衆浴場用料金」を採用する。
④ 手数料は原価計算に基づいたものとし再設加入金は廃止する。
その他、「今後も水道料金の見直しを図る」などの意見が付されました。
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